
秋田県公衆衛生学会運営要項細則 
 
（会員） 
第一条 会員の種別は次のとおりとする。 

１． A 会員は、この学会の趣旨に賛同する団体を対象とした会員である。 
２． B 会員は、この学会の趣旨に賛同する個人を対象とした会員である。 

（年会費） 
第二条 会員の年会費は次のように定める。 

１． A 会員の年会費は一口 10,000 円で一口以上とする。一口につき、１名

が学術大会に参加し、学会誌３部の配布を受けることができる。 
２． B 会員の年会費は 1,000 円とする。B 会員は学術大会に参加し、学会

誌１部の配布を受けることができる。 
３． 会費を滞納した者に対しては２年間，案内などの送付を継続するが，

学会誌は送付しない。 
（学術学会の参加費） 
第三条 学術大会の参加費は会員 500 円，非会員 1,000 円とする。 
（会計年度） 
第四条 学会の会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。 
（監事の選任） 
第五条 学会世話人会の中に監事１名を置く。監事の職務は、学会の財産の状況

を監査すること、学会世話人の業務執行の状況を監査することである。 
（編集委員会） 
第六条 本学会に秋田県公衆衛生学雑誌を編集するために編集委員会を置く。 
第七条 編集委員会の任務は次の事項とする。 

１． 投稿原稿の査読結果の検討および採否の決定 
２． 投稿原稿の依頼 
３． 投稿規定の作成 
４． その他編集に関すること 

第八条 編集委員会の組織・構成は編集委員長１名ならびに編集委員１０名以内

とする。編集委員長は学会世話人会の議を経て、学会世話人会が委嘱す

る。編集委員長および編集委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
第九条 編集委員会は年１回以上開催する。 
 
（付則） 
本細則は、平成 16 年 7 月 10 日より施行する。 



 

平成 18 年 6 月 9 日改正 

平成 20 年 6 月９日改正 

 


